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高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 高山駅前における公衆の利便性の向上並びに交通の円滑化及び賑わいと交流の創出を図る

ため、高山市駅前広場等（以下「駅前広場等」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 駅前広場等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

高山駅東口駅前広場 高山市昭和町１丁目２２番地４５ 

高山駅西口駅前広場 高山市昭和町１丁目４５番地１ 

高山駅西交流広場 高山市昭和町１丁目２２番地３０ 

（利用時間） 

第３条 駅前広場等の利用時間は、規則で定める。 

（使用許可） 

第４条 駅前広場等において、次に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

 ⑴ 高山駅東口駅前広場タクシー乗車場及び高山駅西口駅前広場タクシー乗車場を使用すること。 

 ⑵ 高山駅東口駅前広場タクシー待機場及び高山駅西口駅前広場タクシー待機場を使用すること。 

 ⑶ 高山駅東口駅前広場送迎バス乗降場及び高山駅西口駅前広場送迎バス乗降場を使用すること。 

 ⑷ 高山駅西口駅前広場送迎バス待機場を使用すること。 

 ⑸ 高山駅東口駅前広場路線バス降車場兼待機場を使用すること。 

 ⑹ 高山駅西口駅前広場路線バス乗降場を使用すること。 

 ⑺ 工作物、物件又は施設を設けて占用すること。 

 ⑻ 催し等を行うために独占的に使用すること。 

２ 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。 

（許可の期間） 

第５条 前条第１項の許可の期間は、次のとおりとする。 

 ⑴ 同項第１号から第６号までの許可 １年を超えない期間 

 ⑵ 同項第７号の許可 ５年を超えない期間 

 ⑶ 同項第８号の許可 ７日を超えない期間。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限

りでない。 

（駐車場を使用できる車両） 

第６条 高山駅東口駅前広場駐車場（以下「駐車場」という。）を使用できる車両は、道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）第３条に規定する自動車のうち準中型自動車及び普通自動車とし、そ

の長さは積載物又は取り付けた物を含めて５メートル以下とする。ただし、市長が特に必要があ
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ると認める車両については、この限りでない。 

（使用料） 

第７条 第４条第１項の規定により使用許可を受けた者及び駐車場を使用する者（以下これらを「使

用者」という。）は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、駐車

場の障がい者区画及び思いやり区画の使用料は、無料とする。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第９条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付するものとする。 

（使用許可の取消し） 

第１０条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがで

きる。 

 ⑴ この条例の規定又は使用許可の条件に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

 ⑶ 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。 

 ⑷ 使用料を納付しないとき。 

 ⑸ 管理上の必要な指示に従わないとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（使用の休止） 

第１１条 市長は、駅前広場等の補修その他管理上必要があると認めるときは、駅前広場等の全部

又は一部の使用を休止し、若しくは制限することができる。 

（駐車場の使用制限） 

第１２条 市長は、第６条に規定する車両（以下「車両」という。）が次の各号のいずれかに該当す

るときは、駐車場の使用を拒否することができる。 

 ⑴ 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。 

 ⑵ 駐車場の構造上又は管理上不適当と認めるとき。 

 ⑶ 区画線を超える荷物を積載しているとき。 

（禁止行為） 

第１３条 駅前広場等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めた

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 土地の形質、物件、建物等を損壊すること。 

 ⑵ 他の使用者又は駅前広場等を利用する者（以下「利用者」という。）に迷惑を及ぼすこと。 

 ⑶ 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。 
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 ⑷ 竹木を伐採し、植物を採取し、又は物件を堆積すること。 

 ⑸ 施設若しくは駐停車中の車両をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする

こと。 

 ⑹ 車両を放置すること。 

 ⑺ 車両の駐停車を妨げること。 

 ⑻ 区画線に従わないで車両を駐車すること。 

 ⑼ 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。 

 ⑽ 駅前広場等の風紀を乱す行為その他管理上支障がある行為 

 ⑾ 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為（市長が特に必要と認め、第４条第１

項の許可をしたものを除く。） 

（長期駐車の禁止） 

第１４条 駐車場において、同一の車両を引き続き３日を超えて駐車してはならない。 

（違反車両に対する措置） 

第１５条 市長は、第１３条第６号から第１０号まで又は前条の規定に違反して駐車してある車両

を発見した場合、当該車両の使用者又は所有者（以下「違反車両の使用者等」という。）に対し使

用又は利用の中止及び車両の移動を命ずることができる。 

（損害の賠償等） 

第１６条 駅前広場等の施設その他の物件を損傷又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、

これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

２ 使用者又は利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。 

３ 第１０条及び第１２条の規定に基づく使用許可の取消し及び駐車場の使用の拒否により、使用

者に損害が生じても市はその責めを負わない。 

４ 天災その他の市の責めに帰さない理由によって、使用者又は利用者に生じた損害については、

市はその責めを負わない。 

（違反車両の保管等） 

第１７条 市長は、違反車両の使用者等が第１５条の命令に応じないとき又は違反車両の使用者等

の氏名及び住所を知ることができないときは、当該車両を移動し、保管することができる。 

２ 市長は、前項の規定により車両を移動し、保管したときは、当該違反車両の使用者等に当該車

両を返還するために必要な措置を講ずるものとする。 

（費用の徴収） 

第１８条 市長は、前条の規定により車両の移動等を行ったときは、その費用を当該違反車両の使

用者等から徴収することができる。 

 （目的外使用） 

第１９条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、高山駅西交流広場の全部又は一部を高
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山市駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和４３年高山市条例第５８号）に基づく高山駅西駐

車場の一部として使用することができる。 

（過料） 

第２０条 次の各号の一に該当する者に対しては、１０，０００円以下の過料を科する。 

 ⑴ 第４条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者 

 ⑵ 第１３条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者 

第２１条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額

の５倍に相当する額以下の過料を科する。 

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、この条例の施行の日以後に高山都市計画

事業高山駅周辺土地区画整理事業に係る土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３

条第４項の規定による換地処分の公告があった場合における次項の規定については、当該換地処

分の公告があった日の翌日から施行する。 

（高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 高山市駅前広場等の設置及び管理に関する条例（平成２９年高山市条例第  号）の一部を次 

のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 駅前広場等の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

高山駅東口駅前

広場 

高山市昭和町１丁目

２２番地４５ 

高山駅西口駅前

広場 

高山市昭和町１丁目

４５番地１ 

高山駅西交流広

場 

高山市昭和町１丁目

２２番地３０ 
 

第２条 駅前広場等の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

高山駅東口駅前

広場 

高山市花里町５丁目

５３番地 

高山駅西口駅前

広場 

高山市昭和町１丁目

３０８番地 

高山駅西交流広

場 

高山市昭和町１丁目

３０５番地 
 

   

別表（第７条関係） 
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種別 単位 使用料 

高山駅東口駅前広場タクシー待機場 １区画１年につき １２，０００円 

高山駅西口駅前広場タクシー待機場 １区画１年につき １２，０００円 

高山駅東口駅前広場路線バス降車場兼待機場 １区画１年につき ６２，０００円 

駐車場 １台につき３０分以内 無料 

１台につき３０分を超える

３０分までごとに 

３００円 

販売、募金その他これらに類する行為を行う

場合 

高山市都市公園条例（昭和４１年高山市条例第３

０号）別表の規定を適用する。 

業として写真撮影を行う場合 

業として映画撮影を行う場合 

興業を行う場合 

競技会、展示会、博覧会、集会その他これら

に類する行為を行う場合 

工作物、物件又は施設を設けて占用する場合 高山市道路占用料条例（昭和４２年高山市条例第

１１号）別表の規定を適用する。 

備考 

１ 高山駅東口駅前広場タクシー待機場の部から高山駅東口駅前広場路線バス降車場兼待機場

の部までにおいて、使用料の額を算出する基礎となる期間に１年に満たない端数があるとき

は、月割をもって計算する。この場合において、１月未満の端数があるときは、これを１月

として計算する。 

２ １の計算において、１円未満の端数が生じた場合の使用料は、これを切り捨てた額とする。 
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